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・利益相反マネジメント 

 法人が行う行為において、社会の誤解を招く行為を避け、併せて法人の社会的信頼を保持す

るために、利益相反マネジメント規程を遵守し、利益相反を適切に管理、法人の諸活動が適正

かつ円滑に遂行する体制を、引き続き維持した。 

規程に定める利益相反審査会には学外有識者（弁護士）を入れ、引き続き審査の客観性を担

保した。 

 

・常務会 

理事長支援体制の強化と迅速な法人の意思決定を図る目的で設置した常務会（理事長、副理

事長、3名の常務理事、計 5名で構成）は、毎月開催し、2019年度は 12回となっている。常務

会の目的は法人の管理運営及び教学に関する諸情報の共有及び協議・検討を図ると共に、理事

長方針の周知徹底を図ることであるが、2019年度には法人の意思決定機関としての性格をより

明確にし、理事長の支援体制と迅速な意思決定を図った。 

常務会には、上記 5 名の理事に加え、法人本部長、大学事務局長、常勤監事等が陪席し、会

議のサポートを行った。 

 

また、令和 2年 4月 1日から施行される改正私立学校法において理事の責任が明確化される

ことに合わせ、常務会規程を次のとおり改正し、同年 4月 1日施行とした。 

 

①常務会目的の改正（常務会規程第 2条関係） 

改正前：常務会は、学園の経営に関する重要な事項について意見を交換し、又は理事会の決 

   定した経営に関する重要な事項を執行する際に必要な連絡調整を行い、もって、学園 

の円滑な運営に資することを目的とする。 

改正後：常務会は、理事会の委任に基づき学園の経営に関する重要な事項について意思決 

   定を行い、また、その決定事項が遵守され履行されているかを監督し、もって、 

学園の健全かつ円滑な運営に資することを目的とする。 

 

②常務会構成員の改正（常務会規程第 5条関係） 

常務会の構成員に法人本部長を加え、常務会を業務執行理事で構成する新たな組織として、 

法人の運営及びガバナンスの強化を図ることとした。 

改正前：(1)理事長、(2)副理事長、(3)北海道千歳リハビリテーション大学長、(4)北海道千 

   歳リハビリテーション大学副学長、(5)札幌わかくさ幼稚園長、(6)その他理事長が必 

要と認める者 

改正後：(1)理事長、(2)副理事長、(3)学校法人淳心学園寄附行為第 5条第 4項に定める常務 

   理事、(4)学校法人淳心学園法人本部長、(5)その他理事長が必要と認める者 

 

・理事会・評議員会 

大学の開学（平成 29年 4月）を機会に、非常勤理事（外部理事）を 5名増員し、理事の外部 

比率を引き上げ、理事会の経営・監督機能の向上を図っている。また、理事会に「学長選任権」、

「予算権」、「組織の変更に関する権限」を付与し、理事会機能の強化を図った。 

  2019 年度は、理事会 9 回、評議員会 10 回の開催に至った。この様に多数回開催することに

より、外部理事及び外部評議員の皆様に法人、大学、幼稚園の状況をタイムリーに把握してい

ただくことができ、また、多くの議案について迅速にご対応いただくことができた。 
















































